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開会 午前１０時００分 

○議長）（阿部 寛治） おはようございます。 

  本日は、全員出席で開議は成立いたします。 

  ただいまから平成３０年第４回篠栗町議会臨時会を開会いたします。 

  これより、本日の会議を開きます。 

  日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、議長において ３番 栗須 

信治 議員、４番 山田 眞士 議員を指名いたします。 

  日程第２、「会期の決定」の件を議題といたします。 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期は、本日、１０月３日の１日間にしたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日１日間に決定いたしました。 

  日程第３、「議案の上程」を議題といたします。 

  本臨時会に提出されております議案は、議案第７７号の一議案でございます。 

  それでは、議案第７７号を議題といたします。 

  町長に提案理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） おはようございます。 

  第３回定例会終了後間もない本日、臨時会を招集いたしましたところ、ご出席賜

りまして誠にありがとうございます。 

  議案第７７号の提案理由を申し上げます。 

  議案第７７号は、「平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計補

正予算（第１号）について」であります。 

  本議案は、平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計について、

債務負担行為とすることができる事項、期間及び限度額を定めるもので、それぞれ

の事項を不動産取引に関する付帯業務委託、期間を平成３０年度から３２年度まで、

限度額を２,１６０万円とするものであります。 

  以上が、本定例会に提案いたしました議案の提案理由でございます。 

  慎重審議方よろしくお願いいたします。 
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○議長（阿部 寛治） ただいまの提案理由の説明に対し、大綱質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ないようですので質疑を終わります。 

  日程第４、「議案の委員会付託について」を議題といたします。 

  お諮りします。 

  本日、上程されました議案の委員会付託については、議案付託表のとおり、「議

長除く１１人で構成する予算特別委員会」を設置し、これに付託したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  なお、予算特別委員会の正副委員長については、申し合わせにより、委員長は 

６番 今長谷 武和 議員、副委員長は ５番 村瀨 敬太郎 議員です。 

  それでは、この後、予算特別委員会を行いますので、全協室にてお集まりくださ

い。 

  では、本会議を暫時休止します。 

休止  午前１０時０４分 

再開  午前１１時０２分 

○議長（阿部 寛治）本会議を再開いたします。 

  日程に従い、採決を行います。 

  日程第５、議案第７７号「平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別

会計補正予算（第１号）について」を議題といたします。 

  本案は、予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○予算特別委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第７７号「平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計補正予

算（第１号）について」 

  本議案は、平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計を地方自治

法第２１４条の規定により、債務負担行為とすることができる事項、期間及び限度

額を定めるもので、不動産取引に関する付帯業務委託について、期間を平成３０年

度から平成３２年度まで、限度額を２,１６０万円とするものです。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い
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たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

 ○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第７７号は、委員長報告のとおり可決することに決定いたしました。 

  以上で、本臨時会の日程は全て終了いたしました。 

  本日の会議を閉じます。 

  これをもちまして、平成３０年第４回篠栗町議会臨時会を閉会いたします。 

閉会 午前１１時０５分 
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